
 

３．平成１４年度決算に基づく社員配当金例示 

平成１４年度決算に基づく平成１５年度支払配当率の考え方 

低金利の継続や株価の低迷等、依然厳しい運用環境が続いている中、将来にわたる会社

健全性の維持・向上の観点から、利差配当および費差配当について一部引き下げさせてい

ただきました。 

死差配当については、保険金・給付金等の支払状況を踏まえ、経過年数や年齢ごとに一

部見直しをさせていただきました。 

なお、特別配当については一部の長期継続契約を除き零とさせていただきました。 

平成１４年度決算に基づく平成１５年度支払配当率は以下のとおりです。 

ア. 個人保険（毎年配当タイプ）、個人年金保険 
ａ ．通常配当 

(1) 利差配当率 ・・・（据置き） 

(ｱ) 下記(ｲ)を除く契約 

・予定利率３％以下のご契約      ：１.６５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

・予定利率３％超４％以下のご契約：１.５０％（配当基準利回り）－ 予定利率 

・予定利率４％超のご契約        ：１.１５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

(ｲ) 平成７年９月２日以後契約の新養老保険、平成１０年４月２日以後契約の一時

払の個人年金保険、平成１０年７月２日以後契約の一時払の終身保険、平成１１

年４月２日以後契約の一時払の養老・終身・年金買増特約および移行特約（注） 

    １.００％（配当基準利回り）－ 予定利率 

（注）移行前契約の責任準備金等、当会社に積み立てられた金額を振り替えて保険料に充当

する部分は除く。 

(2) 死差配当率 

経過年数や年齢ごとに死差配当率を一部見直し 

(3) 費差配当率 

保険金額および配当回数に応じ上乗せして支払う部分について、引き下げ 

なお、変額保険の主契約については配当は零 

ｂ．消滅時特別配当率 

一部の長期継続契約を除き零 

イ. 個人保険（５年ごと利差配当タイプ） 

(1) 利差配当率（平成１５年度割り振り額計算用）・・・（据置き） 

(ｱ) 下記(ｲ)を除く契約 

   １.６５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

(ｲ) 平成１０年７月２日以後契約の一時払の終身保険、平成１１年４月２日以後契

約の一時払の終身買増特約および移行特約（注） 

    １.１５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

（注）移行前契約の責任準備金等、当会社に積み立てられた金額を振り替えて保険料に充当

する部分は除く。 



 

 

ウ. 個人保険（３年ごと利差配当タイプ） 

(1) 利差配当率（平成１５年度割り振り額計算用） 

(ｱ) 主契約（第１保険期間）・・・（前年度より０．３０％の引き下げ） 

   １.５０％（配当基準利回り）－ 予定利率 

(ｲ) 下記(ｳ)を除く特約・・・（据置き） 

   １.６５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

(ｳ) 移行特約（注）・・・（据置き） 

    １.１５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

（注）移行前契約の責任準備金等、当会社に積み立てられた金額を振り替えて保険料に充当

する部分は除く。 

 

 

 

平成１４年度決算に基づく当社「定期付終身保険（毎年配当タイプ・５年ごと利差配当タイプ）」、「養

老保険」および「利率変動型積立終身保険（３年ごと利差配当タイプ）」について、社員（契約者）配当

金を例示しますと次のとおりです。 

 

〔例１〕定期付終身保険（１０年更新型）の場合 

○ ３０歳加入・６０歳払込完了・男性・月払（口座振替料率） 

○ 死亡保険金 ５,０００万円（うち終身部分２５０万円） 

＜毎年配当タイプ＞                                （単位：円） 

契約年度 

（経過年数） 

保険料 

（年換算） 

継続中の契約 

〔配当金〕 

死亡契約（注１） 

〔保険金＋配当金〕 

平成１２年度 （３年） ２１５,８４４ １１,１２５ ５０,０１０,４５０ 

  １１年度 （４年） ２１５,８４４ １０,４５０ ５０,０１２,７７５ 

 １０年度 （５年） ２１２,０７６ １１,４５０ ５０,０１１,０００ 

  ９年度 （６年） ２１２,０７６ １１,０００ ５０,０１０,０５０ 

  ８年度 （７年） ２１２,０７６ １０,０５０ ５０,０１０,１００ 

（注１）「死亡契約」欄は、契約応当日以後の死亡の場合の受取金額を示します（以下同じ）。 

＜５年ごと利差配当タイプ＞                            （単位：円） 

平成１０年度 （５年） １９３,９９２ ０ ５０,０００,０００ 

 

○ ３０歳加入・６０歳払込完了・男性・月払（口座振替料率） 

○ 死亡保険金 ３,０００万円（うち終身部分１５０万円） 

＜毎年配当タイプ＞                                （単位：円） 

契約年度 

（経過年数） 

保険料 

（年換算） 

継続中の契約 

〔配当金〕 

死亡契約 

〔保険金＋配当金〕 

平成１２年度 （３年） １３０,６９２ ６,６７５ ３０,００６,２７０ 

  １１年度 （４年） １３０,６９２ ６,２７０ ３０,００６,８６５ 

 １０年度 （５年） １２７,２４８ ６,０７０ ３０,００５,８００ 

  ９年度 （６年） １２７,２４８ ５,８００ ３０,００５,２３０ 

  ８年度 （７年） １２７,２４８ ５,２３０ ３０,００５,２６０ 

＜５年ごと利差配当タイプ＞                            （単位：円） 

平成１０年度 （５年） １１６,０４０ ０ ３０,０００,０００ 

 



 

 

〔例２〕養老保険の場合 

○ ３０歳加入・３０年満期・男性・月掛（注２） 

○ 死亡保険金 １,０００万円 

＜毎年配当タイプ＞                                （単位：円） 

契約年度 

（経過年数） 

保険料 

（年換算） 

継続中の契約 

〔配当金〕 

死亡契約 

〔保険金＋配当金〕 

平成１０年度 （ ５年） ２８５,８４０ ０ （死亡） １０,０００,０００

   ５年度 （１０年） ２２３,４４０ ０ （死亡） １０,０００,０００

昭和６３年度 （１５年） ２１２,４００ ０ （死亡） １０,０００,０００

  ５８年度 （２０年） ２３６,４００ ０ （死亡） １０,０００,０００

  ５３年度 （２５年） ２４９,６００ ０ （死亡） １０,２０５,０００

  ４８年度 （３０年） ２８５,６００ ０ （満期） １０,９２０,０００

（注２）昭和６３年度以後は口座振替料率を示します。 

 

〔例３〕利率変動型積立終身保険（１０年更新型）の場合 

○ ３０歳加入・６０歳払込完了・男性・月払（口座振替料率） 

○ 積立終身部分（アカウント）保険料 ２,０００円 

○ 死亡保険金 ５,０００万円（定期保険特約）＋積立金 

＜３年ごと利差配当タイプ＞                            （単位：円） 

契約年度 

（経過年数） 

保険料 

（年換算） 

継続中の契約 

〔配当金〕 

死亡契約 

〔保険金＋配当金〕 

平成１２年度 （３年） １６１,４００ ０ ５０,０００,０００＋積立金

 

 

 

前記配当金額は以下のとおりです。 

 

＜毎年配当タイプ＞ 

次のａ、ｂ、ｃ、ｄの合計額です。 

ａ．危険保険金に被保険者の年齢、性別および予定死亡表の区別に応じた死差配当率を乗じた額 

ｂ．保険金に次の費差配当率を乗じた額 

保険金１００万円につき 

昭和３９年４月１日以後、昭和５６年４月１日以前の契約 １,８５０円

昭和５６年４月２日以後、昭和６０年４月１日以前の契約 １,２００円

昭和６０年４月２日以後、平成 ２年４月１日以前の契約 ８００円

平成 ２年４月２日以後、平成 ５年４月１日以前の契約 ４５０円

平成 ５年４月２日以後、平成 ８年４月１日以前の契約 ２５０円

平成 ８年４月２日以後の契約 （終身保険・養老保険）２５０円

（ただし、第１回目の配当は０円） （定期保険特約）      １００円

このほか、主契約と特約の死亡保険金の合計額が２,０００万円超の契約なので、第４回目以降の配当

について、保険金額を一定の基準で区分けした区分ごとに、配当回数に応じ保険金１００万円につき

０円から１００円の金額を加えます。 

ｃ．特約が付加されている場合には､その特約の種類に応じた額 



 

 

ｄ．責任準備金に次の利差配当率を乗じた額 

昭和５１年 ３月１日以前の契約 △２.５０％ 

昭和５１年 ３月２日以後、昭和６０年 ４月１日以前の契約 △３.８５％ 

昭和６０年 ４月２日以後、平成 ５年 ４月１日以前の契約 △４.３５％ 

平成 ５年 ４月２日以後、平成 ６年 ４月１日以前の契約 △３.６０％ 

平成 ６年 ４月２日以後、平成 ８年 ４月１日以前の契約 △２.２５％ 

平成 ８年 ４月２日以後、平成１１年 ４月１日以前の契約 △１.１０％ 

平成１１年 ４月２日以後、平成１３年１０月１日以前の契約 △０.３５％ 

平成１３年１０月２日以後の契約 ０.１５％ 

また、利差配当率がマイナスの場合はａ、ｂ、ｃ、ｄを合算し、合計額がマイナスの場合は０とし

ます。 

 

＜５年ごと利差配当タイプ＞ 

５年ごと利差配当タイプにおいては、毎年、利差配当の割り振りを行い、５年ごとに割り振り累計額を

お支払します。平成１５年度中に支払を迎える平成１０年度契約については、割り振り累計額がマイナス

であるため、支払配当金は０となります。 

 

＜３年ごと利差配当タイプ＞ 

３年ごと利差配当タイプにおいては、毎年、利差配当の割り振りを行い、３年ごとに割り振り累計額を

お支払します。平成１５年度中に支払を迎える平成１２年度契約については、割り振り累計額がマイナス

であるため、支払配当金は０となります。 



 

（ご参考）社員配当金例表 

 

≪定期付終身保険（１０年更新型）≫ ３０歳加入・６０歳払込完了・男性・月払（口座振替料率）・保険金５,０００万円（うち終身部分２５０万円） 

＜毎年配当タイプ＞                                                    （単位：円） 

③増  加  額 
契 約 年 度 

保 険 料 

（年 換 算） 

①本年度案による 

 受 取 配 当 金 

②前 年 度 

 受取配当金 （①－②） 

平成１２年度 ２１５,８４４ （２回目） １１,１２５ （１回目） ５,９２５ ５,２００ 

平成１１年度 ２１５,８４４ （３回目） １０,４５０ （２回目） １３,２２５ △２,７７５ 

平成１０年度 ２１２,０７６ （４回目） １１,４５０ （３回目） １２,９７５ △１,５２５ 

平成  ９年度 ２１２,０７６ （５回目） １１,０００ （４回目） １５,０５０ △４,０５０ 

平成  ８年度 ２１２,０７６ （６回目） １０,０５０ （５回目） １４,６００ △４,５５０ 

＜５年ごと利差配当タイプ＞                                                （単位：円） 

③増  加  額 
契 約 年 度 

保 険 料 

（年 換 算） 

①本年度案による 

 受 取 配 当 金 

②前 年 度 

 受取配当金（注１） （①－②） 

平成１０年度 １９３,９９２ （１回目） ０ － － 

（注１）５年ごとの年単位の契約応当日にのみ社員配当金をお支払するため、前年度受取配当金はありません。 

 

≪終身保険≫ ３０歳加入・６０歳払込完了・男性・月払（口座振替料率）・保険金１,０００万円 

＜毎年配当タイプ＞                                                    （単位：円） 

③増  加  額 
契 約 年 度 

保 険 料 

（年 換 算） 

①本年度案による 

 受 取 配 当 金 

②前 年 度 

 受取配当金 （①－②） 

平成１３年度（注２） ２７４,２７２ （１回目） １,３００  配当対象外 － 

平成１２年度 ２４１,１５２ （２回目） ２,７００ （１回目） ９００ １,８００ 

平成１１年度 ２４１,１５２ （３回目） １,９００ （２回目） ３,０００ △１,１００ 

平成１０年度 ２００,７６０ （４回目） ０ （３回目） ０ ０ 

平成  ９年度 ２００,７６０ （５回目） ０ （４回目） ０ ０ 

（注２）平成１３年１０月２日以降のご契約の社員配当金例です。 



 

 
≪養老保険≫ ３０歳加入・３０年満期・男性・月払（口座振替料率）・保険金１,０００万円 

＜毎年配当タイプ＞                                                    （単位：円） 
③増  加  額 

契 約 年 度 
保 険 料 

（年 換 算） 

①本年度案による 

 受 取 配 当 金 

②前 年 度 

 受取配当金 （①－②） 

平成１３年度（注３） ３３４,９９２ （１回目） １,４００  配当対象外 － 

平成  ９年度 ２８５,８４０ （５回目） ０ （４回目） ０ ０ 

昭和６２年度 ２１２,４００ （１５回目） ０ （１４回目） ０ ０ 

（注３）平成１３年１０月２日以降のご契約の社員配当金例です。 

 
≪利率変動型積立終身保険（１０年更新型）≫ 

 ３０歳加入・６０歳払込完了・男性・月払（口座振替料率）・積立終身部分（アカウント）保険料２,０００円・保険金５,０００万円（定期保険特約）＋積立金 

＜３年ごと利差配当タイプ＞                                                （単位：円） 

③増  加  額 
契 約 年 度 

保 険 料 

（年 換 算） 

①本年度案による 

 受 取 配 当 金 

②前 年 度 

 受取配当金（注４） （①－②） 

平成１２年度 １６１,４００ （１回目） ０ － － 

（注４）３年ごとの年単位の契約応当日にのみ社員配当金をお支払するため、前年度受取配当金はありません。 

 
 
 
平成１５年度に満期を迎える契約の受取配当金 

≪定期付養老保険≫３０歳加入・３０年満期・男性・月払・２倍型・死亡保険金２００万円・満期保険金１００万円 
 （単位：円）

契 約 年 度 
保 険 料 

（年 換 算） 

①本年度案による 

 受 取 配 当 金 

②前年度配当率による 

 受  取  配  当  金 
③増加額（①－②） 

昭和４８年度 ３８,１６０ 
（29・30 回目） 

９２,０００ 

（29・30 回目） 

９２,０００ 

（29・30 回目） 

０ 

 


